
災害に便乗した悪質な勧誘にご注意！
　大規模な災害などが発生すると、被災地や被災者を支援したい
という善意や、いつ災害が起きるかという不安につけ込み、被災地
支援などを口実にした悪質な勧誘商法が横行します。

事業者は被災地支援を口実に消費者の善意につけ込み、当初予定していた不要な物品以外の高級品を強引に安く買い取る
ことがあるようです。不審な勧誘電話には応じないようにしましょう。 
勧誘時に「自治体からの依頼を受けている」と言う場合もありますが、自治体が事業者に被災地支援等で物品の買取りを
委託することはありません。すぐにお住いの自治体に電話等で問い合わせて下さい。
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◆ 不審な買取りの勧誘電話にはご注意を

突然訪問した事業者から、屋根等の修理を勧められ、『危ない』『被害が出る』などと不安を煽られても、本当に必要な工事
なのか、複数の事業者から見積りを取ったり、家族や身近な人に相談して検討しましょう。特にその場で高額な契約を迫ったり、
しつこく勧めてくる事業者には注意が必要です。

◆ 不安をあおって契約を急がせる事業者には注意！

義援金等を募っている機関の活動状況等を確認し、少しでも不安に思ったら電話等で問い合わせましょう。
◆ 公的機関が訪問して義援金や寄付金を募ることはありません

被災地で衣類や食器が不足して
いるので、不要なものがあったら
譲ってもらえませんか？

近々首都圏直下型地震が来ま
すよ、早く耐震補強しないと
マズいですよ！

○○市から委託を受けて来ま
した。震災復興のための義援金
をお預かりします。

支援はしたいけど…
本当に役に立つのかしら？

どうしよう、すぐ工事しないと
危険なのかしら！？

役所がやっていることなら
信用してもいいかな？

コ コ に 注 意

消費生活に関わる東京都の情報サイト

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp

［消費者ホットライン］ 局番なしの 188（いやや！） 
※お住まいの近くにある消費生活相談窓口につながります。

不安や疑問を感じた場合は
すぐに最寄りの消費生活センターに
相談しましょう。

注意が必要な事例…こんな勧誘が来ていませんか？

寄付を！

怪しいぞ！ 気をつけ
ましょうね！
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